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高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類】 

 ・保険者が交付した※「自己負担額証明書」（７月３１日に共済組合在籍の場合） 

  (計算期間内に加入した保険者全ての証明がそれぞれ必要です。) 

※「自己負担額証明書」はマイナンバーによる情報連携が可能な場合は添付不要です。 

  70 歳以上の一般所得者（自己負担割合が 2 割または 1 割）の外来の年間自己負担総額が

上限（144,000円）を超える場合に支給されます。 

(1)「計算期間」8月 1日～7月 31日までの期間 

(2)「自己負担額」 

ア．被扶養者の医療費はその者を扶養する組合員が負担したものとして取り扱います。 

 被扶養者が７５歳到達し、後期高齢者広域連合に加入した場合は合算の対象外 

  被扶養者（組合員の負担）→広域連合加入（本人負担） 

イ． 世帯合算による高額療養費の算定をした場合、自己負担額から「高額療養費」及

び「附加給付金」を控除した額 

◎保険者に変更がない場合は自動支給されるため、申請は必要ありません。 

◎Ａ健保（共済）からＢ健保（共済）へ異動した場合 

  Ａ健保へ申請し、交付された自己負担額証明書を添付しＢ健保へ申請する。 

 

保険者加入歴欄については計

算期間内の保険者すべてを申

請する場合、記入してください。 

申請する内容に合わせて

○をつけてください。 

計算期間は毎年 8/1～7/31です。 

 



ケース１ 組合員が加入する健康保険が変更になった場合
1 事例 基準日

8月1日 7月31日

甲
乙

2 支給方法
・ 甲の基準日被保険者合算額：①＋②（組合員が70歳以上の場合）
・ 甲の基準日被扶養者合算額：③＋④

申請者 申請先 添付書類
①・③自己負

担額証明書

Ａの被保険者（長男）からＢの被保険者（次男）への扶養替え等は合算対象外です。

ケース２ 被扶養者が75歳到達の場合（共済組合への手続きは不要）
1 事例 基準日

8月1日 7月31日

甲
乙

2 支給方法
①,②についてはそれぞれ14.4万円を超える場合は自動支給されます。

・ 乙の基準日被保険者合算額：③
申請者 申請先 添付書類
乙 広域連合

ケース３ 標準報酬月額２６万円以下の組合員が７５歳到達の場合
1 事例 基準日

8月1日 7月31日

甲
乙

2 支給方法
・ 甲の基準日被保険者合算額：①＋②
・ 甲の基準日被扶養者合算額：③（自動支給）

申請者 申請先 添付書類
①・③自己負

担額証明書

・ 乙の基準日世帯主等合算額：④
申請者 申請先 添付書類
乙 Ｃ国保支給申請 ④のうち14.4万円を超える額

③のうち14.4万円を超える額

①　共済組合の被保険者

手続き内容 支給額
支給申請

計算期間

①　共済組合の被保険者 ②　Ｂ広域連合の被保険者
④　Ｃ国保の世帯主

手続き内容 支給額

③　広域連合の被保険者

支給申請および自己負
担額証明書交付申請 甲 共済組合 ①+②のうち14.4万円を超える額の①相当額

②　共済組合の被扶養者

支給申請 甲 Ｂ広域連合 ①+②のうち14.4万円を超える額の②相当額

①+②のうち14.4万円を超える額の①相当額

③+④のうち14.4万円を超える額の③相当額

計算期間

③　共済組合の被扶養者

支給申請 甲
Ｂ健保（共
済組合）

①+②のうち14.4万円を超える額の②相当額

③+④のうち14.4万円を超える額の④相当額

手続き内容 支給額

支給申請および自己負
担額証明書交付申請 甲

Ａ健保（共
済組合）

計算期間

①　Ａ健保（共済組合）の被保険者
③　Ａ健保（共済組合）の被扶養者

②　Ｂ健保（共済組合）の被保険者
④　Ｂ健保（共済組合）の被扶養者

手続き内容 支給額
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